
１ 生活困窮者に対する包括粋な支援体制の強化（H30.10.1施行）

①自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進

②都道府県の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設

③都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

２ 子どもの学習支援事業の強化（H31.4.1施行）

①学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援

事業として強化」

３ 居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）（H31.4.1施行）

①シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を

創設

生活困窮者支援
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2018年７月号 NO.７☆特集☆
生活困窮者
自立支援法
の一部改正

「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者
自立支援法等の一部を改正する法律」の公布

市等の職員に対する研修、事業実施自治体の支援、市域を越えたネット
ワークつくりなど市等を支援する事業を努力義務化

関係部局との連携強化により、自立相談支援窓口につながっていない生活
困窮者を確実につなげ、適切な支援を実施

高校生世代、１０代の若年層に対する支援の充実、及び家庭の事情で学童
保育に行けない子どもへの巡回訪問等を通じた家族全体への支援

鳥取県の状況（H30年度）
○自立相談支援事業

19/19市町村
○就労準備支援事業

11/19市町村
○家計改善支援事業

6/19市町村

鳥取県においても
目標数値を設定し
ながら取り組みを
推進する方向

《本号の内容》
・法律の一部改正
・家賃債務保証事業
・広域ネットワーク会議
・今後の研修予定

※詳しくは、www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/.../196-06.pdfでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/.../196-06.pdf


平成３０年６月に、バックアップ事業で構築している県下全域の広域ネットワーク構成機関と情報
の周知・共有することにより、各相談支援機関との連携・協働の促進を図るため県下３圏域で会議を
開催しました。

生活困窮者自立支援推進会議構成機関

分野 ネットワークー構成機関

生活費
滞納

福祉事務所（庁内連携）、社会福祉協議会、中国電力(株)

家族
疾病

福祉相談センター、児童相談所、教育委員会、民生児童委員協議会、
隣保館、精神保健センター、ひきこもり支援センター、
無料定額診療事業実施病院、権利擁護支援センター、救護施設、
図書館、生活協同組合

仕 事
ハローワーク、中小企業労働相談所、ポリテクセンター、
地域若者サポートステーション、障害者就業・生活支援センター、
障害者職業センター、ワーカーズコープ

住 宅 居住支援協議会（あんしん賃貸支援事業）

債 務 消費生活センター、弁護士会、法テラス

触 法
地方検察庁、保護観察所、社会生活自立支援センター、
地域生活定着支援センター

鳥取県家賃債務保証事業 H30.8～スタート

鳥取県独自の家賃債務保証制度として創設。かねてより課題となっていた、家賃が払えるにもかか
わらず、保証人がおらず過去に債務不履行がある等の理由で既存の債務保証制度が利用できない方を
対象に、賃貸住宅への入居を支援するため、鳥取県居住支援協議会から委託を受けて鳥取県社会福祉
協議会が実施する事業です。

○家賃の滞納
賃貸住宅
家主

賃貸住宅
入居者

鳥取県社会福祉
協議会

鳥取県鳥取県居住支援協議会

○滞納家賃等の保証

事務委託

保証事業者
○保証料の納付

補助金

○対象者
（必須）鳥取県居住支援協議会が実施している「あんしん賃貸支援事業」のあんしん賃貸相談

員に住宅探しの事前相談を行い、以下の要件をすべて満たす方。
①給与、年金、生活保護、その他安定した収入があり、家賃等を継続的に支払うことが
できること

②保証人が確保できないこと
③月収が、家賃の2倍以上あること
④家賃等を滞納中でないこと
⑤他の家賃債務保証契約が締結できないこと
⑥過去に本事業を利用したとき、3か月以上の家賃滞納が無いこと
⑦過去に本事業を利用したとき、信義に反する行為を行っていないこと
⑧自立した日常生活を送ることが期待できること
⑨対象住宅に入居する者全員が、関係法に規定する暴力団員でないこと

○保証料 15,000円（2年間）※更新時も同額が必要
○滞納家賃等の保証 家賃滞納と原状回復費用を合わせて家賃等の上限5ヶ月分

自立支援推進会議(広域ネットワーク)の開催

（対象：自立相談支援事業関係者）

○専門研修（10/2） 講師：鳥取大学大学院医学系研究科准教授 竹田伸也氏

○スーパーバイズ研修（10/26） 講師：植田寿之氏

○実践研修（12/6） 講師：同志社大学社会学部准教授 野村裕美氏

（対象：県民）

○自立支援セミナー（11/5） 講師：筑波大学医学医療系教授 斎藤環氏
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定


